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第71回日本産科婦人科学会学術講演会

利益相反状態の開示

筆頭演者氏名： 海野 信也
所 属： 北里大学医学部産婦人科

私の今回の演題に関連して、開示すべき利益相反状態はありません。



本講演の構成

• 「医師の働き方改革に関する検討会」報告書の検討
– (A) (B) (C) 水準について

– 2024年度までにやらなければならないこと

– 懸案事項
• 「宿日直許可基準の現代化」

• 「労働時間に含まれない研鑽の範囲」

• 「副業・兼業の取り扱い」

• （大学病院の臨床系教員の「専門業務型裁量労働制」）

• 産婦人科医の働き方改革ー宣言と提言

• 今、産婦人科指導医がやるべきこと









医師の時間外労働上限の5つの水準

一般則
（原則）

1ヶ月45時間
1年360時間

（例外）
年720時間・複数月平均80
時間・月100時間未満・年

間6ヶ月まで

（Ａ）水準
診療従事勤務医に2024年度以降に適用さ

れる水準
年960時間・月100時間

（Ｂ）水準 地域医療確保暫定特例水準
年1860時間・月100時間
（2035年度末終了目標）

（Ｃ）－１
水準

集中的技能向上水準
初期研修医及び後期研修医が、一定期間集中的に数多
くの診療を行い、基礎的な技能や能力の修得に必要不

可欠である場合

年1860時間・月100時間
（将来に向けて縮減）

（Ｃ）－２
水準

集中的技能向上水準
６年目以降の医師が、高度な技能を有する医師を育成
することが必要とされる分野において、一定期間集中的
に当該高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う

場合

年1860時間・月100時間
（将来に向けて縮減）

（休日労働を含む）



地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関

• 三次救急医療機関

• 二次救急医療機関
– かつ 「年間救急車受入台数 1,000 台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院

件数 500 件以上」
– かつ「医療計画において５疾病５事業の確保のために必要な役割を担うと位置

付けられた医療機関」

• 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

• 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保
のために必要と認める医療機関
– （例）精神科救急に対応する医療機関（特に患者が集中するもの）、小児救急の

みを提供する医療機関、へき地において中核的な役割を果たす医療機関

• 特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、
代替することが困難な医療を提供する医療機関
– （例）高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科

等



医師の働き方改革
2024年4月までの労働時間短縮

• 2024年4月までに、なるべく多くの医療機関が（A）水準の適用とな
ることを目指す。

• 医療機関側の対応
• 医療機関の管理者・中堅の管理職が改革の方向性を理解して取り組むこと、

管理部門がそのサポートをする体制をとること、医療従事者の意識改革・業
務改革を進めることが必要。

– 【ステップ1】
• 時間外労働時間の実態を的確に把握する。
• 個別の状況確認を含めた強力なてこ入れを行う。
• 宿日直や研鑽の取り扱いについて、その周知をきめ細かく行う。

– 【ステップ2】
• 各医療機関が（B）水準の対象施設となるかどうか、検討する。

– 【ステップ3】
• 早期に（「医療勤務環境改善マネジメントシステム」の一環として） 「医師労働

時間短縮計画」を作成し、PDCAによる取り組みを進める。
– 2024年4月までのなるべく早期に、医師の長時間労働の実態がある一定の医療機関に

対して作成を義務付ける必要

– 前年度の医師の時間外労働実績（時間数）を記載し、改善状況を各医療機関で毎年検
証。

– 実績を、36協定に反映させる。
– 実績が1860時間を超過している場合は、その解消に向けて取り組む。



医師の働き方改革
2024年4月までの労働時間短縮

• 医療機関の管理者等が労働関係法令の知識を学ぶ機会をなるべく多く設けるこ
と

• 都道府県医療勤務環境改善支援センターによる周知・個別相談等の支援
• 実効的な支援策：（B）水準の適用が想定される医療機関が重点対象となる

– 好事例の収集・横展開
– 特定行為研修制度のパッケージ化によるタスク・シフティングの推進
– 医師の働き方改革に伴う医療機関への経営への影響を考慮した予算面、税制面での対応

• 国による（B）水準適用想定医療機関に対する「医師の時間外労働短縮目標ライ
ン」の設定

• 都道府県による各医療機関の医師の時間外労働の概況の把握→（B）水準適用
対象医療機関の想定（ステップ1-3の取り組みが確実になさえていることが必要〉

• 「評価機能」を担う組織・機関（詳細は引き続き検討）
– 地域医療提供体制の実情を踏まえ、当該医療機関における医師の長時間労働の実態及び

労働時間短縮の取り組み状況を客観的に分析・評価し、当該医療機関や都道府県に結果を
通知し、必要な取組を促す機能。

• 都道府県は、「当該医療機関における医師の長時間労働の実態及び労働時間
短縮の取り組み状況の分析強化・結果通知」を踏まえ、医療勤務環境改善支援
等の推進の方向性に反映

– （B)水準超過医療機関・（B）水準適用「候補」医療機関を優先して評価・支援
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